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※大吉量:警言器、繁急自動車のサイレン、警察官の指示等、資金な運転

に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量

傘差し運転禁止
静岡県道路交通法
施行細則第9条第3号

罰則5万 円以下の罰金

大き尋戸音楽等々
聴きながら

運転する行為禁止
静岡県道路交通法

施行綱員」第9条 第6号

罰員」5万円以下の罰金

幼児2人同乗用

自転事のみ

幼児2人同乗可
静岡県道路交通法

施行細則 第7条第1号

交題 全はわた嵯 のねがいです】 久 払 共 済

お知らせ

静岡県道路交通法

施行細則の一部改正

平成21年10月1日施行

財

[幼暑魯堅早垂ラ
準
]※幼児を自転車に乗車させる時は、ヘルメットをかjSiらせましょう。

要諸卜
静岡県警察本部



,搬`鶴ふ一（道路標識等で指定された場合、自転車は歩道を通行できます。

ン児童・幼児が運転する場合

ンア0歳以上の人が運転する場合など

歩道を走るときは

歩行者が優先です。
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螂飲酒運転

ンニ人乗り

覗並進走行

Ⅲ傘差し運転

Ⅲ大音量で

音楽などを聞きながらの運転

鵬携帯電話使用運転
 並 進走行

飲酒運転 ご と

倫

二人乗りd'み寧"″

※児童、幼児の保護者|よ、自転車に乗車する児童 幼児に自転車用ヘルメットを

か8キらせるように努めなければならなしヽ。(道路交通法第63条 の10)


